


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年3月8日

橿原市議会議長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一“

　　原山　大亮　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名＼禽

　　　　　　　　令和2年度政務活動費収支報告について

　　　橿原市議会政務活動費交付に関する条例第5条の規定により、別紙のとおり

　　令和2年度政務活動費収支報告書を提出します。

、鑑



令和2年度　政務活動費収支報告書

氏名 奥田　寛

1　収　　入

　　政務活動費 250，000　　　　円

2　支 出

項　　目 金　　額　（円） 備　　　　　考

研究研修費

調査旅費

資料作成費

資料購入費 36，940 情報公開

広報広聴費

人　件　費

事務所費
ぺ

合　　　計 36，940

3　残　額 213，060，　　円

（注）備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。



会計帳簿（令和2年度）

奥田寛 （円）

番号 月 日 項目名 内容 収入金額 支払金額 残高

4 24 政務活動費（前期） 250ρ00 250ρ00

④一1 8 19 資料購入費 情報公開（奈良公園室） 6，240 243，760

④一2 8 27 資料購入費 情報公開（文化庁） 7，020 236，740

④一3 10 7 資料購入費 書籍「住民投票の総て」 5」10 231，630

④4
10 8 資料購入費

情報公開（奈良県観光プロモー
ション課・ならの観光力向上課）

13，690 217，940

④5
11 18 資料購入費 情報公開（奈良公園室） 4，880 213，060

213，060

213，060

、

213，060

213．0601

213，060

213，060

213，060

213，060

213，060

213，060

213，060

、

213，060

213ρ60

213，060

● 213，060

’

213，060

213，060

213，060

　
2
1
3
，
0
6
0
，
1

213，060

1

213，060

合計 250，000 36，940 213，060
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領収書等添付表
（令和2年度報告分）

番号

項目名

＿
｛

研究研修費・■査旅費・資料作成　・資料■入　広報広聴費・人件費・事務所費

領収書等貼付欄

・ 【奈良公園室】行政文書写しの交付分

　

⊥vu

サイズ
白黒

カラー
枚数 単価 金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

納付書兼領収証書

白黒 345 10
3，450

A4版
カラー 53 50

2，650

納
入
義
務
者

住

亘
氏
名

秦躍1曇／更市今n－　mJ　L－5．⊥

契田寛　　　　　　　　　　　　　　　様

白黒 4 10 40

A3版
カラー 2 50 100

令和2年度 一 般会計
合計 404

一 6，240 款 項
1

錯　収　入 雑　　　入
目 節

雑　　　入 雑　　　入
発行機関 奈良県法務文書課

・・一・田口回團團収納区分1酬決蔑収納
ε淳後決繕収納

納
付
目
的
簾こ1誘霧㎏

♪孜

領収金額 □□□□□随国田固
上記の金額を領収しました。
　　　　　　　令和2年9月η・奈良県出納員　　　　　　氏名分任出納員

‘

領
収
印

一

Na　11722－28

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（納入者保管）

※領囎識金額の一部を醗活動費で計上する場合で、按分を必要とする場合は按分耗記載し金額

を計算してください。

添付領収書合計

一 按分率

政務活動費で計上
　　する金額

も740 円

（　　／ ）

£エ○ 円
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第9号様式

奥田　寛　様

行政文書一部’開示決定通．知書

奈公第115号令和．2年　8月　7日

奈良県知事　荒井　正吾

　令和2年6月11日付けで請求のありました行政文書の開示について、奈良県情
条例第X1条第1項の規定に基づき．次のとおり、行政文書の一部を開示すること　s
しましたので通知します。

麟藷噂コ1
　　　一も勺一・一ご

1
開示する行政文書 別紙のとおり

の名称等

2
開示の実施の方法 開示請求書において希望された開示の実施の方法等により、
等 開示の実施を受けられます．
ω 開宗の実施の 実施の方法： 写しの交付

力法等
＊ 裏面の説明を なお、下表に記載した他の方法及び （2）に記載した日時の

　　　　　　　．お読み下さい うち都合のよい日を選択することもできます．

行政文書の 開示の案施の方法 行政文書全体につい
求めることが 種類・数量等 て写しの交付を受け
できる開示の る場合の作成に要す
実施の方法 A4判文書 る費用

白黒　345枚 ①閲覧
カラー　53枚

②写しの交付 6，240円，
A3判文書

．

白黒　　4枚
カラー　搬

〔2） 事務所における 令和2年8月11Bから同年10月9日まで
開示を実施する （奈良県の休日を定める条例に規定する休日を除く．）の9：00

ことができる から17：加まで

日時、場所 県政情報センター・ （県庁東棟　1階）

電　話 （0742）　27－8348
（
3
） 写しの送付を希 写しは、写しの作成及び送付に要する費用の納入が確認でき

望する場合の1 しだい送付します。

準備日数
ち

3
開示しない部分 別紙のとおり

‘

4 上記部分を 別紙のとおり
開示しない理由

1
5

4の理由がなくな
る期日　　　　’ ，

6
担当する課又は 地域デザイン推進局 奈良公薗室 奈良公副Vスターミ描連営係

出先機関の名称等 電　話 （0　7　4　2）　2　7－8　0　74 （内線　4309）

備 考



別紙

1．開示する行政文書の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

・ 平成29年12月15，日付け起案「（仮称）登大路パスターミナル店舗運営管理事業に係

　る募集公告にっいて」

・ 平成29年12月26日付け起案「（仮称）登大路パスタTミナル店舗運営管理事業の公

　告伺の取消しについて」

・ 平成29年12月28日付け起案「（仮称）．登大路パスターミナル店舗運営管理事業の再

　公募に係る公告に？いて」

・ 平成30年1月26B付け起案「（仮称）登大路パスターミナル店飾運営管理事業にかか

る参加資格の審査結果の通知及び提案番の提出依頼について」

・平成30年1月31日付け起案「（仮称）登大路パスターミナル店舗運営管理事業にかか

る店舗区画⑤（カフェ）の再度募集について」

・平成30年3月20日付け起案「（仮称）登大路パスターミナル店舗運営管理事業に係る

優先交渉権者及び次点交渉権者の決定通知及び提案書の非選定通知の＄付について」

・平成30年3月28日付け起案「（仮称）．登大路パスターミナル店舗運営管理事業にかか

る店舗区画①（飲食店）の再度募集について」

’ 平成30年4月20日付け起案「（仮称）登大路パスターミナル店舗運営管理事業に係る

優先交渉権の無効について」

・ まちづくり推進局奈良公園室長が会計局総務課長宛に発出した平成30年4月4日付け

奈公第11号「入札情報ホームページにおけるリンク設定のお願い」に係る起案

・ 平成30年9月23日付け起案「（仮称）登大路パスターミナル店舗運営管理事業にかか

る店舖区画④の再度募集について」

・ まちづくり推進局奈良公園室長が会計局総務課長宛に発出した平成30年9月6日付け

奈公第136号「入札情報ホームページにおけるリンク設定のお願い（依頼）」に係る起

案

・ 平nt　31年4月’13日付け調定決謹書（決謹番号H3100063）

・ 令和元年10月！日付け舗定決議書（決議番号H31．00320　），

・ 奈良公園パスターミナル料金体系別　利用実績集計表（平成31年度）

3．開示しない部分

（1）法人の優先交渉権を無効とした理由に係る記述のうち、逮捕の日時．罪名、種別並び

　　に逮捕場所並びに被疑者並びに＄案の概要の各記述

（2）参加資格審査における不適合理由の一部
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領収書等添付表
（令和2年度報告分）

番号

項目名

一 ？

研究研修費・調査旅費・資料作成　・資料購入　広報広聴費・人件費・事務所費

N

領収書等貼付欄

　領収書
ep　e寛 ．匡ヨ

」驕L入印紙

　　　30円　　1枚　　　　￥30
レターパックライト（370円）
、4。纒切手1尊。ブキ￥37°

；蕪劃1
　　　500円　　1枚　　　　　　　　　　　￥500
300円収入印紙
　　　300円　　1枚　　　￥300
50円収入印紙
　　　50円　　1枚　　　　￥50

ノ」、　　§十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥7，390

書

∴

収
寛

領
田

　
輿 様

ま精む印紙
　　　　　　　1枚　　　￥30　　　30円
レターパックライト（370円）
、4。纒艀鷲。ブキ￥37°

礁鐸ll
　　　500円　　1枚　　　　￥500
300円収入印紙
　　　　　　　1枚　　　￥300　　　300円
5°円収命摩1枚　，，。

ノ］、　　6十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥7，390

騒響
　　￥0
　￥0）
￥7，390

㌶躁） 　　￥0
　￥0）
￥7，390

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難鰯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
※上記領収書のうち、レターパックライト（370円）は計上しない。

0
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領収書合計 　　未請求
（レターパックライト）

政務活動費で計上

7，390 370 7C20
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収
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社
砲

㎜
議日

・収入印紙

・郵便切手
6，880円
　140円

NO5箱01

※領収書記載金額の一部を政務活動費で計上する場合で、按分を必要とする場合は按分率を記載し金
額を計算してください。

添付領収書合計

一 按分率

政務活動費で計上す
　　　る金額

a　　円

（ ／ ）

のo　円
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2受文庁第1444号
令和2年8月13日

行政文書開示決定通知書

奥田　寛　様

文化庁長官
　　宮　田　　亮

　令和2年6月1日付け（令和2年6月2日受付）で請求のありました行政文書の開示にっい
て，行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）第9条第1項の規定

に基づき，下記のとおり，開示することとしましたので通知します。

記

日

1　開示する行政文書の名称
・ 平成30年度文化財多言語解説整備事業費補助金（文化財多言語解説整備事業）交付申請書
　（奈良市内における文化財多言語整備事業）
・ 平成30年度文化財多言語解説整備事業費補助（第1回）の交付決定について

　（3g庁財第511号）
・「平成30年度文化財多言語解説整備事業（第1回）の交付決定について（平成30年9月

　28日付　30庁財第511号）」の一部修正にっいて（30庁財第522号）
・ 平成30年度文化財多言語解説整備事業補助金（文化財多言語解説整備事業）実績報告書（奈

良市内における文化財多言語整備事業）
・ 平成30年度文化財多言語解説整備事業費補助金（文化財多言語解説整備事業）交付申請書
　（奈良県中南和地域における文化財多言語解説整備事業）
・ 平成30年度文化財多言語解説整備事業補助（第2回）の交付決定について（30文庁第4
　26号）
・ 平成30年度文化財多言語解説整備事業費補助金（文化財多言語解説整備事業）実績報告書
　（奈良県中南和地域における文化財多言語解説整備事業）
・ 令和元年度文化資源活用事業費補助金（文化財多言語解説整備事業）交付申請書（奈良県内

文化財多言語解説整備事業）
・ 令和元年度文化財多言語解説整備事業（第2回）の交付決定について・（元文庁第357号）
・ 令和元年度文化資源活用事業費補助金（文化財多言語解説整備事業）実績報告書（奈良県内

文化財多言語解説整備事業）　　　　　　　　　　．’
・ 令和元年度文化資源活用事業費補助金（文化財多言語解説整備事業）交付申請書（西大寺に

おける文化財多言語解説整備事業）
・ 令和元年度文化財多言語解説整備事業（第4回）の交付決定について（元文庁第889号）
・ 令和元年度文化資源活用事業費補助金（文化財多言語解説整備事業）実績報告書（西大寺に

おける文化財多言語解説整備事業）

　　2　不開示とした部分とその理由
　　　　個人の氏名及び所属については，特定の個人を識別できる情報であり，法第5条第1号
　　　に該当します。

　　　　法人（地方公共団体を除く。）である業者の名称，住所，連絡先，印影，銀行口座，お

　　　客様コード，契約者番号及び振込指定日については，法人その他の団体に関する情報で
＿　　あり，公にすることにより，当該法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

　　　それがあることから法第5条第2号イに該当します。



1．1

P

　法人（地方公共団体を除く。）である申請代表者の印影並びに担当者の氏名及び連絡先

については，法人その他の団体に関する情報であり，公にすることにより，当該法人の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから法第5条第2号イに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．＼該当します。

　交付申請書における地方公共団体の担当者の連絡先については，行政機関の事務・事

業の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがある情報であり，法第5条第6号柱書きに該当し

ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　起案者の連絡先については，行政機関の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす恐れ

がある情報であり，法第5条第6号柱書きに該当します。
　以上の理由により不開示としました。

　　　　　　　、

＊　この決定に不服がある場合は，行政不服審査法（平成26年法律第68号）の規定によ

　り，この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に，文化庁長官に対
　して審査請求をすることができます。（なお，決定があったことを知った日の翌日から起

　算して3か月以内であってもJ決定があった日の翌日’から起算して1年を経過した場合に

　は審査請求ができなくなります。）

　　また，この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は，行政事件訴訟法（昭和37年

　法律第139号）の規定により，この決定があったことを知った日から6か月以内に，国
　（訴訟において国を代表するものは法務大臣となります。）を被告として，同法12条に
　規定する裁判所に処分取消しの訴えを提起することができます。（なお，決定があったこ

　とを知った日から6か月以内であっても，決定の日から1年を経過した場合には処分の取
’消しの訴えを提起できなくなりますe）

3　開示の実施の方法等　（＊同封の説明事項をお読みください。）

（1）開示の実施の方法等

　　下記に記載した方法のうち，希望される方法等により，開示の実施を受けられます。

行政文書の種類 開示の実施の方法 開示実施手数料 行政文書全体に 行政文書全体につい
・ 数量 の額 ついて開示を受 て開示を受けた場合

（算定基準） けた場合の基本 の開示実施手数料
額 （注1）

A4判文書 ①閲覧　　　　　　　へ 100枚までにつき 800円 200円

706枚 100円

（片面580枚，両

面63枚（うちカ
ラー236枚）

②複写機により白黒で

複写したものの交付
用紙1枚につき
10円

7、080円 6，480円

A3判文書
　　2枚
（片面2枚）

③複写機によりカラー

で複写したものの交付
用紙1枚につき
20円

9，440円 8，840円

④スキャナーにより電 CD－R1枚につき 7，180円 （注2）

子化し，CD－Rに複 100円に，文書1枚ピ （注2）

写したものの交付（P とに10円を加えた額 ．

DFファイル）

⑤スキャナーにより電 DVD－Rl枚にっき 7，200円 （注2）

子化し，DVD－Rに 120円に，文書1枚ご （注2）

複写したものの交付（ とに10円を加えた額

PDFファイル）

（注1）　「行政文書の開示の実施方法等申出書」提出時に必要な収入印紙の額になります。

　　　ただし，複数の開示の実施の方法を希望する場合は，金額が異なりますのであらか

　　じめ，下記公文書監理室まで御連絡ください。

（注2）CD－R，　DVD－Rによる開示の実施を希望される場合は，所要枚数が異なるこ
　と等により開示実施手数料が変動することや保有する処理装置の性能等により必ずし

　も御希望どおりの開示の実施ができない場合がありますので，開示の実施方法の申出を



する前にあらかじめ担当課まで御連絡ください。

（2）事務所における開示を実施することができる日時，場所

　　日時：8月20日から9月23日まで（土・日曜日，休日及び年末年始（12月29日か
　　　　　ら1月3日まで）を除く。）
　　　　　10：00から17：30まで（昼休み12：00～13：00を除く。）

　　場所：文部科学省公文書監理室　2階　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　※本決定通知書及び同封の「行政　書の開示の実施方法等申出書」をお持ちくださいe

（3）写しの送付を希望する場合の準備日数，郵送料

写しの送付を希望する場合は，盟丞塞施圭一
ます。郵送料（郵便切手）を同封の上，　「行政文書の開示の実施方法等申出書」を以下の

郵送先まで送付してください。

〈郵送先〉

　〒100－8959

　東京都千代田区霞が関3－2－2
　文部科学省大臣官房総務課公文書監理室情報公開係

※「行政文書の開示の実施方法等申出書」が提出された日から1週間後までに発送予定

　ですe

※郵送料：ゆうパック80サイズまで
　付の場合の郵送料となります。）

，080円，（複写機により白黒で複写したものの交

＊　問合せ先　　　　　　　　　　　　　　・
　　文部科学省　TEL　O3－5253－4111（代表）

　　（決定の内容について）文化庁文化資源活用課専門官付　内線2415

　　（実施方法等について）文部科学省大臣官房総務課公文書監理室　内線2572

Hv
’



　　　　　　
’

〈説明事項＞

1　　「開示の実施の方法等」の選択について
　開示の実施の方法等については，この通知書を受け取った日から30日以内に，同封した「行政文書の開示の実

施方法等申出書」に所要の開示実施手数料を納付して，申出を行ってください。

　開示の実施の方法は，3・（1）「開示の実施の方法等」に記載されている方法から選択できます。必要な部分の

みの開示を受けること（例えば。100ページある文書について冒頭の10ページのみ閲覧する等）や部分ごとに異

なる方法を選択すること（冒頭の10ページは「複写機により白黒で複写したもの」．を受け、残りは閲覧する等）

もできます。

　一旦，閲覧をした上で，後に必要な部分の複写機により白黒で複写したものを受けることもできます（ただし，

その場合は，最初に閲覧を受けた日から30日以内に，別途「行政文書の更なる開示の申出書」を提出していただ

く必要があります。）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　”
　事務所における開示の実施を選択される場合は，3〔2）　「事務所における開示を実施することができる日時、

場所」に記載されている日時から，御希望の日時を選択してください。記載された日時に都合がよいものがない場

合は，お手数ですが，「＊　問合せ先」に記載した担当まで御連絡ください。なお，開示の実施の準備を行う必要

がありますので，「行政文書の開示の実施方法等申出書」は開示を受ける希望日の3日前には，当方に届くように

御提出願います。

　また，写しの送付を希望される場合は，「行政文書の開示の実施方法等申出書」にその旨を記載してください。
なお，この場合は，開示実施手数料のほかに，郵送料（郵便切手）が必要になりますので，　「行政文書の開示に実

施方法等申出書」に郵送料（郵便切手）を同封の上，文部科学省大臣官房総務課公文書監理室まで送付してくださ
い。

　CD－R　DVD－Rによる開示の実施を希望される場合は，所要枚数が異なること等により開示実施手数料
が変動することや保有する几理装置の性能等により必ずしも御希望どおりの開示の実施ができない場合がありま

すので，開示の実施方法の申出をする前に　あらかじめ　担当課まで御連絡ください。

Ll

2　開示実施手数料の算定について

（1）手数料額の計算方法
　　開示　施手数料は　選択された開示の実施の方法に応じて　定められた算定方法に従って基本額（複　の実

の方法を選択した場合はそれぞれの合算額）を計算し　その額が300円までは無料，300円を超える場合は

当該額から300円を差し引いた額となります。

　（例）　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　、

　0150ページある行政文書を閲覧する場合：

　　100枚までごとにつき100円　→　基本額200円　→手数料は無料
　0150ページある行政文書の複写機により白黒で複写したものの交付を受ける場合：

　　用紙1枚にっき10円　→　基本額　1500円　→　手数料は1200円
　　0150ページある行政文書のうちIOOページを閲覧し，20ページについて複写機により白黒で複写したもの

　　　の交付を受ける場合（残りの30ページは開示を受けない）：

　　　　閲覧に係る基本額100円＋複写機により白黒で複写したものの交付に係る基本額200円＝計300円
　　　　→手数料は無料
（2）手数料の減免　　　　　　　　　　　e
　生活保護を受けているなど経済的困難により手数料を納付する資力がないと認められる方については，開示

請求1件につき2000円を限度として，手数料の減額又は免除を受けることができます。減額又は免除を受けた

い方は，　「開示実施手数料の減額（免除）申請書」を提出してください。

（3）手数料の納付

　開示実施手数料は，提出される「行政文書の開示の実施方法等申出書」に相当額の収入印紙を貼って納付し

てください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

3　開示決定等に係る不服申立て等

　この決定に不服がある場合には，行政不服審査法（令和26年法律第68号）の規定により，この決定があった
ことを知った日の翌日から起算して3か月以内に，文化庁長官に知して審査請求をすることができます。（なお，

決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても，決定があった日の翌日から起算して1

年を経過した場合には審査請求ができなくなります。）

　また，この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は，行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）の規定に

より，この決定があったことを知った日から6か月以内に，国（国を代表するものは法務大臣となります。）を被

告として，この決定を取消しを求める訴訟を提起することができます。（なお，決定があったことを知った日から

6か月以内であっても，決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起できなくなります。）

　なお，裁判所については，東京地方裁判所又は原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管

轄する地方裁判所が管轄となります。

4　開示の実施について
　事務所における開示の実施を選択され，その旨「行政文書の開示の実施方法等申出書」により申し出られた場合

は，開示を受ける当日，事務所に来られる際に，本通知書を御持参ください。

5問合せ先．

　開示の実施の方法等，開示実施手数料の算定・納付方法，審査請求の方法等について，御不明な点等がございま

したら，’本欄に記載した担当までお問い合わせください。



令和a　i」8　f’　2ク日

行政文書の開示の実施方法等申出書

文化庁長官　殿

⑥
　行政機関の保有する情報の公開に関する法律第14条第2項の規定に基づき，
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　記

1　行政文書開示決定通知書の番号等

　＊　日　付　令和2年8月13日
　　文書番号　2受文庁第1444号

2　求める開示の実施の方法

　下表から実施の方法を選択し，該当するものに○印を付してください

行政文書の名称 種類・量 実施の方法
A4判文書19枚

（片面19枚（う

ちカラー3枚）

）

1　閲　　覧 ①全部

②一部（　　　　　　　）　平成30年度文化財多言語
解説整備事業費補助金（文化

財多言語解説整備事業）交付

申請書（奈良市内における文化
財
多
言
語
整
備
事
業
）
．

2　複写機により

　白黒で複写した

　ものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　）

3　複写機により

　カラーで複写し

　たものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　　）

4
①全部

②一部（　　　　　　　）

1　閲　　覧 ①全部

②一部（　　　　　　　）　平成30年度文化財多言語
解説整備事業費補助（第1回

）の交付決定について（30

庁財第511号）

　　　　　r

A4判文書19枚

（片面17枚，両
面1枚（うち力　　　垣

ラー3枚））

　　‘

2　複写機により

白黒で複写した

　ものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　）

鴫　　’

／〉⊃

⑳ペプ

乙曾R

磁望

ば・

　　　●

3　複写機により

　カラーで複写し

　たものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　）
4

①全部

②一部（　　　　　　　）

A4判文書26枚

（片面12枚，両

面7枚（うちカ

ラー15枚））

1　閲　　覧
　　　　　　ち

①全部

②一部（　　　　　　　）　「平成30年度文化財多言
語解説整備事業（第1回）の
交付決定について（平成30

年9月28日付　30庁財第
511号）」の一部修正につ
いて（30庁財第522号）

2複写機により
白黒で複写した

　ものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　）

3　複写機により

　カラーで複写し

　たものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　）
4

①全部

②一部（　　　　　・　　）

1　閲　　覧 ①全部

②一部（　　　　　　　）　平成30年度文化財多言語
解説整備事業補助金（文化財

多言語解説整備事業）実績報

告書（奈良市内における文化
財多言語整備事業）

A4判文書11枚
（片面11枚（う

ちカラー1枚）

）A3判文劃枚

（片面1枚）

2　複写機により

　白黒で複写した

　ものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　）

3　複写機により

　カラーで複写し

たものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　）



（㌧

4
①全部．

②一部（　　　　　　　）

1　閲　　覧 ①全部

②一部（　　　　　　　）
A4判文書20枚

（片面20枚（う

ちカラー3枚）

）
　
、

2　複写機により

　白黒で複写した

　ものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　）

　平成30年度文化財多言語
解説整備事業費補助金（文化

財多言語解説整備事業）交付申

請書（奈良県中南和地域にお

ける文化財多言語解説整備事
業）

　　　　・

3　複写機により

　カラーで複写し

　たものの交付

①全部
②一部（　　　　　　　）　　　　　　　　　1

4
①全部

②一部（　　　　　　　）

1　閲　　覧 ①全部

②一部（　　　　　　　）　平成30年度文化財多言語
解説整備事業補助（第2回）

の交付決定について（30文

庁第426号）

A4判文書25枚

（片面ll枚，両

面7枚（うちカ

ラー15枚））

2　複写機により

　白黒で複写した

　ものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　）

3　複写機により　　　　　　　．

カラーで複写し

　たものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　）
4

①全部

②一部（　　　　　　　）

1　閲　　覧 ①全部

②一部（　　　　　　　）　平成30年度文化財多言語
解説整備事業費補助金（文化

財多言語解説整備事業）実績

報告書（奈良県中南和地域に

おける文化財多言語解説整備
事業）

A4判文書11枚

（片面H枚（う

ちカラー1枚）

）　　　’

A3判文書1枚
（片面1枚）

2　複写機により

　白黒で複写した

　ものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　）

3　複写機により

　カラーで複写し

　たものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　　）

4
①全部

②一部（　　　　　　　）

1　閲　　覧 ①全部

②一部（　　　　　　　　）　令和元年度文化資源活用事

業費補助金（文化財多言語解

説整備事業）交付申請書（奈

良県内文化財多言語解説整備
事業）

　　　　　　・

A4判文書152枚

（片面152枚（

うちカラー27枚
））

2　複写機により

　白黒で複写した

　ものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　）．

3　複写機により

　カラーで複写し

　たものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　）
4

①全部
②一部（　　　　　　　）　　’

1　閲　　覧　　　　　フ

①全部

②一部（　　　　　　　）　令和元年度文化財多言語解

説整備事業，（第2回）の交付

決定について（元文庁第35
7号）

A4判文書51枚

（片面25枚，両

面13枚（うちカ

ラー21枚）

　　　　　　　ト

2　複写｝幾により

　白黒で複写した

　ものの交付

①全部’

②一部（　　　　　　　）

3　複写機により

　カラーで複写し

　たものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　）

’4
①全部

②一部（　　　　　’　　）

ユ　閲　　覧 ①全部

②一部（　　　　　　　）　令和元年度文化資源活用事

業費補助金（文化財多言語解

説整備事業）実績報告書（奈

良県内文化財多言語解説整備
事業）

A4判文書23G枚
（片面174枚，

両面28枚（うち

カラー118枚）

）

2　複写機により

白黒で複写した

　ものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　）

3　複写機により

　カラーで複写し

　たものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　）



　J

4
①全部

②一部（　　　　　　　）

1　閲　　覧 ①全部

②一部（　　　　　　　）　令和元年度文化資源活用事

業費補助金（文化財多言語解

説整備事業）交付申請書（西

大寺における文化財多言語解

説整備事業〉

A4判文書81枚

（片面81枚（う

ちカラー5枚）

）
「

2　複写機により

　白黒で複写した

　ものの交付’

①全部

②一部（　　　　　　　）

3　複写機により

　カラーで複写し

　たものの交付

①全部
②一部（　　　　　　　　）　　　　　　　　　、

4
①全部

②一部（．　　　　　　　）

1　閲　　覧 ①全部

②一部（　　　　　　　）　令和元年度文化財多言語解

説整備事業（第4回）の交付

決定について（元文庁第88
9号）’

A4判文書35枚

（片面21枚，両

面7枚（うちカ

ラー15枚）

2　複写機により

　白黒で複写した

　ものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　）

3複写機により
　カラーで複写し

　たものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　）
4

①全部

②一部（　　　　　　　）

1　閲　　覧 ①全部

②一部（　　　　　　　　）　令和元年度文化資源活用事

業費補助金（文化財多言語解

説整備事業）実績報告書（西

大寺における文化財多言語解
説整備事業）

A4判文書26枚
（片面26枚（う

ちカラー9枚）　　　1

）

2　複写機により

　白黒で複写した

　ものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　）

3　複写機により

　カラーで複写し

　たものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　　）

4
①全部

②一部（　　　　　　　）

計

1　閲　　覧 ①全部

②一部（　　　　　　　　）

A4判文書706枚
（片面580枚，

両面63枚（うち　　　．

カラー236枚）

A3判文書2枚
（片面2枚）

2　複写機により

　白黒で複写した

　ものの交付

①全部

②一部（　　　　　　　　）

3　複写機により

　カラーで複写し

　たものの交付

　　　．
①全部

②一部（　　　　　　　）
4

①全部

②一部（　　　　　　　）

3　開示文書の閲覧を希望する日　　令和　　年　　月；　日

　＊　行政文書開示決定通知書「（2）事務所における開示を実施することができる日時，場所」に記

　　載の期間内の日を御記載ください。

づ



4　「写しの送付」の希望の有無 隙 ・…卿一工〕
｝
、
．

　開示実施手数料

　　6　　円
竃
・
灘
譲
蟻
賀
、

ここに収入印紙を貼ってください
　　※収入印紙を貼る前に以下を必ずお読みください．

（開示実施手数料について）

　実施を希望される方法に応じて，必要額の収’

入印紙をお貼りください（以下の金額は文書全

体を開示した場合の金額です。）。

　（受付印）

　●

　　　、

∠藤藏ミ灘麟 　　　　　苫．　　　　　　　　　　バテ 200円
2年8，28

　　　’
購澄礪 抵　”’

②複写機により白黒で複写したものの交付を

　　　　　　　　　　　　　　　6．480円
公文書監理室ノ

　　　　　｝菱≡
繍
　
，
．
F
＾
－
1

藷’ll難醤欝

綴騨7

①閲覧を希望される場合

　　希望される場合

③複写機によリカラーで複写したものの交付
　　を希望ざれる場合

　　　　　　　二　　　　　　　　　8、840円’，

　上記以外の実施を御希望の場合は，御提出前

にお問い合わせください。

ノ

：翻嶋曝馨
　　　ハ・

　　‘’・A　窪≡

　「　⊃
＝　　　t

T 5

　　＊．問合せ先

　　文部科学省　TEL　O3－5253－4111（代表）

　　　’　の内容について）文化庁文化資源活用課専門官付　内線2415

繍省について）文部科学省大唖繍課公文蹴室内線2572

2年8128’

璽馨文書監理室
＝　　　t

30m

U

、



令和2年7月22日

奥田　寛　様

　令和2年6月1日付け（令和2年6月2受付）で御請求のありました件につ

いて、担当課に確認を行ったところ、本請求については行政文書ファイルの件

数が2件になるとのことでした。

　すでに1件分の収入印紙はいただいておりますが、あとの1件分の収入印紙

（300円）を追納していただきたく御連絡をさせていただきました。

　お手数をおかけしますが、下記まで御送付いただければと思います。

　なお、追納に要した時間（令和2年7月22日の翌日から収入印紙が到着する

までの日数）は、開示決定等期限から除外されますので、あらかじめ御了承く

ださい。

、、

u 【本件連絡先】

〒100－8959

東京都千代田区霞が関3－2－2

文部科学省（代表03－5253－411D

　　　　　　　　　　　　f

【送付先・手続きに関するお問い合わせ】

大臣官房総務課公文書監理室情報公開係（内線2572）

【件数・文書に関するお問い合わせ】

文化庁　文化資源活用課



ニ
ノ
　
4
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ピ

晶

百

高

●
傾
　
　
’
奢

＼じ

〒634－0812

奈良県橿原市今井町2－5－2

奥田寛様

L一

r

（∫

　　●

幽吃

担当局課名

t

文部科字省

大臣官房総務課公文書監理室　情報公開係

〒100－8959東京都千代田区霞が関3－2

電話●03－5253－4111［代表］

lP電話●050－3772・4111［代表ユ

ダイヤルイン●03L6734－　　　　　l

MEXTM｜NtsTRY・oF　EDucATIoN，と

SPORTS、　SCIENCE　AND　TECHNOLOGY・

3－2－2kasumigasekLChiyoda－ku，Tokyk

TEL：＋81．－3－5253－4111　＋81－50－3772西41

＋81－3－6734－　　　　　　　　［direCt］

http：〃www．mext．go．jp／



領収書等添付表
（令和2年度報告分）

番号

項目名

・－

3
研究研修費・掴査旅費・資料作成費資料購入　広報広聴費・人件費・事務所費’

領嶋貼付欄　　［麹
　　　　　　　　／り

　　　　　　　ザ⊇隠嘉蕉巡歓

　　　　■壁遮璽撫
お取引　1万円〔初　5千円Cth）　千円〔籾　　　　硬貨円

現金内訳　000　001　000　　　￥110

艦お取引金額￥5．。。。ぎ皿

Lおつu￥。

　　／つ’・

潔゜．

芒取引囎㈲
現金内訳　000

匡写．

レ∧鷹羅』鯉煕

繊竺匿料三氣1：

残高

銀行使用欄

0121

：難
，L、、パ

5千円㈲　　千円｛初　　　　硬貨円

001　000　　　　￥110

1摯1越襲．
’1’；1・’．　．’：

　　＊　　￥oゴ

お
受
取
人

ご案内またはお振込内容 ．
ー

ー

シオミ　マキコ　サマ

ごオクタtt　ヒロシ（カシハラシキttカイキttイ

‖ン）サマ

人

d
匡
工
c
a
O
’
L
X
g
X
c
o
e
W
e
N
　
m
L
－
z
a
H

裏面のご案内agもあわせてご覧ください．南都銀行

：銀行使用欄

0121

取

し案内またはお振込内容

（

　

額を計算してください。

マサコキマ
こ
、オシ

イキイカキシ一
フシカ“シロヒ　

マ

：　
t
－

タカ
ノ

〉

十

4
ン

：i
J

依
＃
S

量
8
0
．
’
X
9
×
m
a
l

．璽ζ轡や・頃埠…南聯行1

e’l
　
c
o
i
－
z
a
l

※鶉議入により・・

定価 支払額※

金

額
5、700＋税 5，000（税込）

送
料

込　’ 込

※領収書記載金額の一部を政務活動費で計上する場合で、按分を必要とする場合は按分率を記載し金

添付領収書合計

d’

按分率

政務活動費で計上す
　　　る金額

きs－　rtO 円

（ ／ ）

劃恒 円



籔 プ

■

薄

l
i

　　　　　曽酬．‘，9、．・ぷ≧部

職盤簾簾1
灘灘，、。謬羅灘
u－’

　TLwo　　　　　　　⊥　し　tt「、’

　　　‘滅蓬’ζ「ぼ
　　　　　　　　　　

自治体警察の廃止、原発の建殴、米軍基地の股置、

周辺自治体との合併、市庁舎の建て替え、小中

学校へのエアコン設置等々さまざまなテーマで

日本ではこれまでに1700件を超える住民投票

が行われている。また実施を求めたものの議会に

拒まれた事例が700件以上ある。地域の重要な

問題は首長や議会任せにせず、自分たち自身で

学び考え話し合って決めよう一そう決意して

立ち上がった人々の劇的な動きをつぶさに紹介

すると同時に、制度の不備についても的確に解説。

今井一編著
A5版・440頁（別冊電子版100頁）

　［国民投票／住民投票］情報室は、学者、弁護士、議員、主婦、学生、ジャーナリストなど多様な人々で構成さ

れている市民グループです。2006年の結成以来、国民投票・住民投票に関わる情報の収集、発信やこの制度への

理解を深めてもらうためのセミナーの開催、あるいは国民投票・住民投票の実現をめざす人たちへの協力、制度

改革のための立法府への提言など、私たちはさまざまな活動を展開してきました。そして、そうした活動は沖縄県

民投票、徳島市民投票をはじめ各地の住民投票運動に少なからぬ影響を及ぼしています。

　そんな活動の集大成ともいえる書籍『住民投票の総て』を2020年‘10月に刊行します。この分野を専門とする学者・

研究者はもちろんのこと、住民自治に関心を持つ市民やそれを追求する主権者にとって『住民投票の総て』は必読

の書になると確信しています。ぜひ御購読ください。そして、お住いの地域の図書館に購入申請をしてください。



第1章住民投票って何？

　選挙とはどう違うのか。

　さまざまな住民投票、その制度と実施事例を紹介する。

レ憲法95条に基づく住民投票

　・広島市の「平和都市紀念建設法」

　・呉市などの「旧軍港市転換法」

レ時限立法に基づく住民投票

　・自治体警察廃止の是非を問う。

　全国各地で1200件以上の｛主民投票が実施される。

　・戦中、強制的に合併された自治体の分離の是非を間う。

　横須賀市から分離した逗子市の事例。

〉大都市法に基づく住民投票

　・大阪市「大阪市の鹿止・特別区の設置」〔いわゆる都構想）

　の是非を間う住民投票。

レ条例制定に基づく住民投票

　多くの人が住民投票の活用を求め、実績もある。

第2章条例制定に基づく住民投票の胎動
　　　　（「巻町」以前）

〉東京都立川市一日本初の住民投票条例制定の直接請求迎動

　（米軍立川基地の跡地利用）

レ高知県窪川町一日本初の住民投票条例制定

　（四国電力の原発建設）

レ鳥取県米子市一宍道湖・中海の淡水化事業の是非を問う

　住民投票条例制定の直接諦求運動

，三重県南島町、紀勢町一住民投票条例制定

　（中部電力の原発建設）

第3章ルポルタージュ住民投票

レ巻町（新潟県）一「原発建設」の是非を間う

レ海Ltl田∫　（三重県）　一　「原多e誘致」

〉刈羽村（新潟県）一「柏崎刈羽原発プルサーマル計画」

レ沖縄県一「日米地位協定の見直し及び米’mp地の整理縮小」

レ名護市一「米軍のヘリ基地建設」

〉改めて「辺野古埋め立て」で2度目の県民投票



市町射合併以外

鷲懸．ご撚1遺慧慕烹芸：驚三工こ：；二：．1ニニ懸：こ三洩

1979・02・Ol　立川市（東京都）　　米軍立川基珀の跡地利用　　　　　　　　直領→x　　（1）

IPS2’07・19　＄m間く高知県）　　四囚電力の原子力錯電所般置　　　　　苗長→O　　②
　　　ぶリ　コリリ　　ぶけ　ぶリドヨロ　　　　　　　　ぶリリリロロ　ロリロココ　コ　　　ヤ　ふコリ　ぶリコドぶ　こドぶ　　いコぢ　けゆロルド　　　　　　　りぷコ　ルこりか　へ　　　コ　　　パル　ロコロロ　

19S312・26　大煩町（福井県，　　　閥西電力の原子力発電所故置　　　　　　直鞄x
“．．．’．．幽　1．．L　　’．W．　．．1．■FFF．．國一　 ’．．F　1頁閲　　F．．．．．．．「．F．．而．　1．．’　　M　 司「「．　　．．「．．　．．F－．「一．　nv．．．．．1．．．．　．1．．ぶ　　’．ぶ■　．．一　　一．．F．．＿，．〆．F．．．．而．「．．　．rm．　　＿　　 一、　．．1．．．．．．

rgs3’12・26　本鰐町〔広島県｝　　　町内での広畠空港の趣般　　　　　　　　　直接→x

1984・02司3　今治市（愛峻県）　　織田が浜埋め立て瞳湾の途故　　　　　　匝接→x

1984・e4・24　逗子市（神衆川県｝　池子での米軍伎宅賦駐　　　　　　　　直接→x

1985・05・26　高知市（高知県）　　競屍場跡地の自然公田化　　　　　　　直接→x

lgsso5㊨銘　　青謀県　　　　　　　　　　槙治魯サイクル旅殴の廼故立地　　　　　　　　or按一・x

l開5－07・24　高槻市（大限励　　　散育委貝倶補者の遣定　　　　　　　　　直接→x

U85・！2立；　池田町〔枝卑貼）　　　町営有線テレビの殴榎　　　　　　　　　竃接→×

19S605・26富来町（石川県｝　　北酸電力の志質僚子力発電所陰股　　　直績一x

】98鋪6．03紀勢町c三意県｝　　中部電力の声浜原子力発電所廷設丑び　　直讃→κ

　　　　　　　　　　　　　　事前環境買楽
　リザコゆ　か　リリ　いドリ　ロリいダヂい　ゴウ　ココ　　コ　　　　りリバ　ロ　パリリロリロロコリ　リリ　　は　　　　ロロリパコ　バリけ　り　　の　　パ　ロリいコ　リリぶロび　ロ　　ロ　りりリド　　

tSS6・1L・21　石句市（官城県）　　　専修大学の誘数　　　　　　　　　　　　直摸→x

lgev・e7－15　逗子市（樟豪川県｝　池子の米軍住宅B股計匝　　　　　　　　直接一x

1蛤7・08・12　返子市〔稗衆川県｝　池子の米軍住宅肩股計百　　　　　　　哀接→x

ISSS’on・U　米子市〔鳥取県）　　　中海の淡水化（国の干拓事薫）　　　　　　直接→O　　③

一ぶ」．．．．．．F．W．、　　一　　　「＿F．．．’．．　　．．．．．　　 ．悼．　　

一．．．1「．．

　．．．．．．．．．．．．．．．．．一國．．幽　一　　　　　　　　　．．．∵．．．．．．．．．．F．．．Lテート　　ー　　　　．’　　　．￥噛．　　 ．1’．．．L．．ボ輌　　1－一．一一．．L．．一　

　「．．．W．．L　一

19S＄le・13　逗子市（神療川県｝　池子の緑の保存　　　　　　　　　　　　直接→x

lees・IXO3　北海遮　　　　　　　北海這電力の泊原子力発電所1号機の　　直碧→x　　（4）

　　　　　　　　　　　　　　運転閲姑
一F．」．．＿　　 ．￥F．．　’t1　　」’．．．1　．㌔　已．可　　．．．．1　　「N．．’一．1　「P〆　　・．．．「．用．．　．．．．．．　　祠已　　一．已．．．．．．．．．．．．．．ボ　．．．．．　　パ　．一　　一　 ．一　　 、．．．一．．㌔．．「．．」．」．．「一」「－FA　　1－．」　　一」．　　1．．．．　．．．．．．m

1989．05．10　阿久梗市側匡児島県）　図立痢牒の存線虻充　　　　　　　　　　　直接→X

1990・OI’31　轡島市偲鵡県）

1990・ors・17　富岡町〔福島県）

　　　　　　　　　海悌パーク事粟への融資　　　　　　　　　直按→X

　　　　　　　　　東京電力の福島第二原子力発電所3音機　直按→×

　　　　　　　　　の運転再師
一　　．’F　　’w．＿F．．．．噛．．．．F．’．．．H　　「tt　’．．￥　．．．．1　　”．．．．A．．．．．．一＿＿　　 ’．．．　．．．F　　」．←．　　．w－一一　．．F’．．祈”．∵￥．．

楢事町〔格局県）　　　東京電力の楢烏篇二原子力先祇所3号慶　直接←◎X

　　　　　　　　　の逗転再閲

倶知安町（北潅逼）　一般慶素物の処項手倣軒の徴収　　　　　直摘一◆X

　　　　　　　　　海雌岨め立て爵頃　　　　　　　　　　　直撞→x

市町村舎餅以外

　
　
～

　　：

　　ξ

　　i

　　f

　　　I

　　t　　201s12・21
　｝　．一一．．一一．一一．一一

　　　2019．02、M
　i

｛　2019・oxos
£　　2019．e3．os

．ジ

1　亘寵．‘．．1．．．自蕗．ξ三：．こ1．、．／’．．：：どヨll：三三；ll／1i’：∴．　Zl：1：こ芝L、：1三蘇1．．1：こ．㊦亘．

　　201S“θ．26　沖縄県　　　　　　　（米軍基地滝設のための）辺野古糧立て　　直接一一〇　〔91）

　　，医圃12019年2月24日／tt田寧S2．4S％、賛虞18SgN、反対71．74SC、どちらでもないS．70％

　　20胆・1ト05　宇陀市〔奈良県〕　　　リゾートホテル悟致　　　　　　　　　　　　　頴貝一●O　　rg2）

　　銅2018年12月　16　日斑纂寧　5LS2％、　賛底　4S、03％、　反対　49．76．％

1990．D9㎡26

1弱O－1多2e

I991取3，07　声屋町（祖周県）

（1）～（4）第4章で齢しく紹介していS．

201S．U・27　僚倉市tNth川恥　　市投所6転　　　　　　　　　　　　　長→△
　　り　　　　ロリ　へ　へ　　　　　はへ　エコ　　リ　　　リコ　ロエロロロリ　　りりがロ　リ　ロ　ロ　　　　　　　　　いりゆリリドリロてロぼコゆゆピ　ドゆリ　ロ　　　　　ヘロ　

？01S・12－13　浜桧市（静賃県｝　　2021年1月1日までの3区案での再四　　　長→△　　《93）

砲2019年4月7日〔IS農｝／ts累率S5．61％、e区Ptに賛成36．71S．
　　　3区案に反対・再口に賛成8．81％、再祖に反対44．03SC　’
　　へ　コ　　コ　　　へ　　　　りらテ　　パい　　ロ　　　ロゼ　ヱバロ　コ　　へ　ザリ　りリ　ロやや　　へ　　　　　エリドリ　ドリド　　　ロ　ドはル

2018・12・14　長崎市（長埼M｝　　鞭含ts股tMTCE）の冶股誠結

小枚市（愛知県） 子ども栄楽鎗の藍葡計冶

直挨噂x

直摸→x

石垣市〔沖縄県） 栓上自衛陛配側計酉
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t

t

t
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t
t．
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直接→x

沼津市（●田県）　　　JR沼津駅周辺鉄遵の高架導案　　　　　　直捜→X

断宮市（和取山市」　文化楓合施政葺偵計盲における63債円　直接→x

　　　　　　　　　を超える事業費支出
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2019・03・14

2019、e3・15　宮城県

pml9＿03＿22

2019・09・05．

鹿嶋市（茨坑恥　　歴史資科館捻設及び間東錬遣跡地利用　膜貝→x　《94）

　　　　　　　　　関遷事集

　　　　　　　　　東北電力の女川原子力舜電所の再稼働　　直接→X
　　　　　　　　　　　　　へ　　コ　　タロピリゴ　ロリ　　ヤロ　　　　　ニ　　ヒココドリドリリトリロほ　　ロロリ　バリ　リリリ　い　ハド　　リコドハ　やリバの　　ロ　エ

芦屋市〔兵庫県）　　　放鳳徒児宜クラブ〈学宜侃育）の民問委　　直接→X

御苗峰市鴻周県）　童廃処魂施股の違政　　　　　　　　　　直笹→

2020・rz・u　　茨檎県 日本原電東海第2原子力発電所の再壕■ （95）

（9t）纂5章で騨しく栢介している。

tg2，「宇陀市保養センター英榛亮の老朽化に伴う宿泊事業者跨款事婁．公田整伺事案にっいて市

　　民の賛否を問う住民投票」．新市長がリゾートホテル跨鼓計口中止を決めたため、計頁推遵

　　派の浪貝たちが条例案を提出。結果を受けて市長は中止衷明。

｛93｝現在の7区を3区に再癌することの是非を閥うもの．首長領出の原案は、区の再餌の是非を

　　問い、賓成した者にだけ3区案の是奔を問うものであpたが、浪会の修正でまず3区案のh

　　非を聞い、反対した者にだけ再U成の是諦を閥うものになった．また市長遣や市隈遣と周日

　　執行であるtとから投漂運動に戸肋岱聞の領垣を付加した。虞立憂件は投斯車50％以上と

　　し、市と市韻≦≧に尊意義■が生じる・

C94｝市長が白紙撤田した況史資料館の構想を表明したため、条例案が蹟員挫案された．

tgS）2020年1月より署名を集める予定“

▼
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特別区

5月

『住民投票の総て』は2020年10月刊行、定価5，700円（送料込み）です。
［国民投票／住民投票］情報室刊／ISBN　978・4・9909731・3・1　COO30／定価本体5．700円＋税
学生は3割引き（3．990円）。市民グループなどが10冊以上まとめて購入される場合は定価の15％引きで販売します。

●振込み先

三菱UF」銀行東大阪支店普通：1355400［国民投票／住民投票］情報室

ゆうちょ銀行ATM電信振替・通常払込：00920－4－263946［国民投票／住民投票］情報室

※共にネットバンクで振リ込むごとができます。

●御手数をかけますが、振込み完了後に本会ウェブサイトの書籍注文のフォームもしくはメールalloftheref＠gmaiLcomにて

［お名前・郵便番号・住所・振込み金融機関と振込み日・電話番号・注文冊数ユを記して送信してください。

『住民投票の総て』制作・普及委員会　回

http：〃ref－info．com　　　　　　　　己

FAX：06－6751⇔7345　　　　　　　　　　　回tli」

※本のお届けにかかる送料は当方で負担しますが、

振込手数料は恐れ入リますが御負担くだ古い。

※消費税は、本会からの発送分については負担していた

だかなくてけっこうですが、書店で購入される場合は

定価の10％分上乗せされます。御留意ください。
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領収書等添付表
（令和2年度報告分）

番号

項目名
　　　　　　　　　　　　　　！
研究研修費・調査旅費・資料作成　・資料購入　　広報広聴費・人件費・事務所費

領収書等貼付欄

①【ならの観光力向上課】行政文書写しの交付分

NO⊥↓∫し八♪　　’叶

サイズ
白黒
カラー

枚数 単価 金額
納付書兼領収証書

白黒 102 10
1ρ20

A4版
カラー 71 50 3，550

納
入
義
務
者

住

所
氏
名

稜惰碑已↓
卿亘　　　　　　　　　　　　　　　　　様

白黒
1 10 10

A3版
カラー 2 50 100

令和2年度 一 般会計
合計

176
一 4，680 款 項

諸　収　入・ 雑　　　入
②【観光プロモーション課】行政文書写しの交付分

目 節

雑　　　入 雑　　　入
サイズ 白黒

カラー
枚数 単価 金額 発行機関 奈良県法務文書課

白黒
171 10

1，710 …一・［］回回［駆］収綱嵩瓢㌶
A4版

カラー 146 50 7，300
納ト

合計 317
一 9，010

付
目
的

複写粁彰舷・頑瞬綴・惰馴　　蝋1輌㌣／；；談

　　　　　　　与①4，680円＋②9，010円＝13，690円
領収金額

卜億　　　　　　　　百万　　　　　　　　　千　　　　　　　　　円

□■「□圏□關図回
上記の金額を領収しました。

　　　　　　　　令和2年　liう月　汐　日
奈良県出納員　　　　　　　氏名分任出納員

領

収
印

、．i1763．24

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（納入者保管）

※領収書記載金額の一部を政務活動費で計上する場合で、按分を必要とする場合は按分率を記載し金額
を計算してください。

添付領収書合計

按分率

政務活動費で計上
　　する金額

コ田。円
（　　／ ）

1う・6　lirc・円
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第9号様式

奥田　寛　様
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行政文書一部開示決定通知書

奈良県知事

観光力第33号細…一’H”一’t’t

令和2年9月24日

荒井正吾國

令和2年9月10日付けで請求のありました行政文書の開示について、奈良県情報公開
例第11条第1項の規定に基づき、次のとおり、行政文書の一部を開示することと決定じ
ましたので通知します。

1
開示する行政文書 別紙のとおり
の名称

2
開示の実施の方法 開示請求書において希望された開示の実施の方法等によ
等 り、開示の実施を受けられます。

（1） 開示の実施の 実施の方法　閲覧
方法等

＊ 裏面の説明を なお、下表に記載した方法のうち他の方法及び（2）に記
お読みください 載した日時のうち都合の良い日を選択することもできます。

求めることが 行政文書の 行政文書全体にっい
できる開示の 種類・数量等 開示の実施の方法 て写しの交付を受け
実施の方法 る場合の作成に要す

る経費　　　　　　　　　‘

A3判文書 ①閲覧
白黒　1枚
カラー2枚 ②写しの交付 4，680円

A4判文書
白黒　102枚
カラー，71枚

（2） 事務所における 令和2年9月25日から同年11月26日まで（奈良県の
開示を実施する 休日を定める条例に規定する休日を除く。 ）の9：00から17：00

ことができる まで
日時、場所 県政情報センター （県庁東棟　1階）

電　話　（0742） 27－8348
（3）

写しの送付を 写しの送付は、 写しの作成及び送付に要する費用の納入が
希望する場合の 確認でき次第送付します。；
準備日数 F

3
開示しない部分 別紙のとおり

4
上記部分を 別紙のとおり
開示しない理由

5
4の理由がなくな
る期日

1

6
担当する課又は 産業・観光・雇用振興部観光局 ならの観光力向上課
出先機関の名称等 もてなし力向上係・ ブランド力向上係

電　話　（0742） 27－8051 （内線　2746）

備　　　　　考



　この決定にっいて不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算

して3か月以内に、奈良県知事に対して審査請求をすることができます。

　また、この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て6か月以内に、奈良県を被告として（奈良県知事が被告の代表者になります。）提起す

ることができます。ただし、審査請求をした場合には、この決定の取消しの訴えは、その

審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内にも提起す

ることができます。

注1　開示の実施の方法等については、この通知書を受け取った日から30日以内に、同封した「

　　行政文書の開示の実施方法等申出書」　（第11号様式）により申出を行ってください。

　　開示の実施の方法は、2－（1）　「開示の実施の方法等」に記載されている方法から自由

　　に選択できます。必要な部分のみの開示を受けることや、部分ごとに異なる方法を選択す

　　ることもできます。一旦、閲覧をした上で、後に必要な部分の写しの交付を受けることも

　　できます。　（ただし、その場合は最初に閲覧を受けた日から30日以内に、別途「更なる開

　　示の申出書」を提出していただく必要があります。）

　　　事務所における開示の実施を選択される場合には、2－（2）　「事務所において開示を

　　実施することができる日時、場所」に記載されている日時から、ご希望の日時を選択して

　　ください。なお、開示の実施の準備を行う必要がありますので、　「行政文書の開示の実施

　　方法等申出書」は、開示を受ける希望日の3日前には当方に届くようにご提出願います。

　　　また、写しの送付を希望される場合は、　「行政文書の開示の実施方法等申出書」にその

　　旨を記載してください。なお、この場合には写しの作成に要する費用のほかに、郵送料が

　　必要となります。

　2　「開示の実施の方法等」の欄に、開示請求書に記載されていた「求める開示の実施の方

　　法等」のとおりに開示ができる旨が記載されており、かつ、それらの事項の変更を希望さ

　　れない場合は、同封した「行政文書の開示の実施方法等申出書」を提出する必要はありま

　　せん。

　3　事務所における開示の実施を選択され、その旨「行政文書の開示の実施方法等申出書」

　　により申し出された場合は、開示を受ける当日、事務所に来られる際に、この通知書を係

　　員に提示してください。

　4　「開示しない理由がなくなる期日」欄は、その期日をあらかじめ明示することができる場

　　合に限り記載しています。行政文書の開示を希望する場合は、記載された期日以後に改め

　　て行政文書の開示を請求してください。

’



別紙

1　開示する行政文書の名称

・ 令和2年4月1日付け起案「奈良県外国人観光客交流館における店舗販売及び倉庫用ス

　ペースにかかる行政財産使用許可について」

・平成31年3月15日付け起案「奈良県外国人観光客交流館における店舗売場及び倉庫

　用スペースに係る行政財産使用許可について」　　　　　　　　　　　　　　　L

・ 平成30年7月20日付け起案「奈良県外国人観光客交流館（奈良県猿沢イン）店舗売

　場及び倉庫用スペースに係る行政財産使用許可について」

〈H30年度　奈良県外国人観光客交流館運営管理業務委託〉

・平成31年5月15日付け支出命令書（決議番号：0004502）

・平成31年3月31日付け精算書（概算（複数回））（精算番号：00011）

・ 平成31年3月31日付け業務委託確認報告書に係る供覧文書

・平成30年4月1日付け起案支出負担行為決議書（目的：外国人観光客交流館運営業務

　委託　決議番号：00045）

・平成30年10月18日付け支出命令書（決議番号：0004501）

u

〈H30年度夢風ひろば（観光インフォメンションセンター運営事業）〉

・平成31年3月31日付け精算書（概算（通常））（精算番号：00008）

・ 平成31年3月31日付け起案「平成30年度一般財団法人奈良県ビジターズビューロ

ー事業費補助金実績報告について」

・ 平成31年3月25日付け起案「平成30年度一般財団法人奈良県ビジターズビューロ

ー事業費補助金交付決定の変更について」

・平成30年8月1日付け支出命令書（決議番号：0005301）

・平成30年4月1日付け起案支出負担行為決議書（目的：奈良県観光インフォーメーシ

ョンセンター運営補助　決議番号100053）

・平成30年4月1日付け起案「平成30年度奈良県観光インフォメーションセンター事

業費補助金の額について」

2．開示しない部分

（1）個人（奈良県職員、法人の代表者及び副理事長並びに法務局で閲覧できる情報を除

　　　く。）の氏名

（2）

（3）

（4）

お客様アンケートに記載された個人の宿泊日及び宿泊部屋番号

奈良県外国人観光客交流館運営管理業務に係る清算明細書のうち、「観光案内等業務」

欄の「ア　人件費（開演時間：8時～21時）」の内訳ごとの業務内容の一部、配置

人数の一部及び勤務時間の一部並びに「宿泊運営業務」欄の「ケ　事務、フロント

等人件費」欄の内訳ごとの金額の一部

奈良県外国人観光客交流館運営管理業務に係る見積明細書のうち、「観光案内等業務」

欄の「ア　人件費（開演時間：8時～21時）」の内訳ごとの業務内容の一部、配置

人数の一部及び勤務時間の一部並びに「宿泊運営業務」欄の「ケ　事務、フロント



別紙

（5）

等人件費」欄の内訳ごとの単価の一部及び合計金額の一部

奈良県外国人観光客交流館運営管理業務に係る4月分、5月分、6月分、7月分、

8月分、9月分支出経費一覧のうち、「ア　人件費」の内訳ごとの業務内容の一部、

「事務・フロント等人件費（ホテル）」欄の内訳ごとの単価の一部及び合計金額の一

部

（6）法人の口座情報（金融機関コード、金融機関名、店舗コード、店舗名、口座種別及び

　　口座番号）

3．上記部分を開示しない理由

（1）から（5）まで　条例第7条第2号に該当

（理由）個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるため

（6）条例第7条第3号に該当

（理由）法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害する

　　おそれがあるため

ノ
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第9号様式

行政文書一部開示決定通知書

奥田　寛　様

観プ第　84　号
令和2年9月24日

奈良県知事　荒井正吾

令和2年9月10日付けで請求のありました行政文書の開示について、奈良県情幸za謂
条例第11条第1項の規定に基づき、次のとおり、行政文書の一部を開示することと決定

しましたので通知します。

1開示する行政文書
　の名称

別紙のとおり

2開示の実施の方法
　等
（1）開示の実施の

　　方法等
　＊裏面の説明を
　　お読みください

　開示請求書において希望された開示の実施の方法等により、
開示の実施を受けられます。
　実施の方法　　写しの交付

　なお、下表に記載した方法のうち他の方法及び（2）に記載し
た日時のうち都合のよい日を選択することもできます。

求めることが
できる開示の
実施の方法

行政文書の
種類・数量等

開示の実施の方法 行政文書全体について
写しの交付を受ける場
合の作成に要する費用

①閲覧A4判文書
　白黒171枚
　カテ　146枚

②写しの交付 9，010円

（2）事務所における
　　開示を実施する
　　ことができる
　　　日時、場所

　令和2年9月25日から同年11月26日まで（奈良県の休日を定め
る条例に規定する休日を除く。）の9：00から17：00まで
　県政情報センター　（県庁東棟　1階）
　電　話　　　　　　　（0742）27－8348

（3）写しの送付を希
　　望する場合の準
　　備日数

　写しは、写しの作成及び送付に要する費用の納入が確認でき
しだい送付します。

3開示しない部分 別紙のとおり　　　　　・

4上記部分を
　開示しない理由

別紙のとおり

54の理由がなくな
　る期日

6担当する課又は
　出先機関の名称等

産業・観光・雇用振興部観光局
観光プロモーション課新市場開発係

電　話　（0742）27－8553

備　　　　　考



　この決定にっいて不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算

して3か月以内に、奈良県知事に対して審査請求をすることができます。

　また、この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て6か月以内に、奈良県を被告として（奈良県知事が被告の代表者になります。）提起す

ることができます。ただし、審査請求をした場合には、この決定の取消しの訴えは、その

審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内にも提起す

ることができます。

注1　開示の実施の方法等については、この通知書を受け取った日から30日以内に、同封した

　　「行政文書の開示の実施方法等申出書」　（第11号様式）により申出を行ってください。

　　　開示の実施の方法は、2－（1）　「開示の実施の方法等」に記載されている方法から自

　　由に選択できます。必要な部分のみの開示を受けることや、部分ごとに異なる方法を選択

　　することもできます。一旦、閲覧をした上で、後に必要な部分の写しの交付を受けること

　　もできます。　（ただし、その場合は最初に閲覧を受けた日から30日以内に、別途「更なる

　　開示の申出書」を提出していただく必要があります。）

　　　事務所における開示の実施を選択される場合には、2－（2）　「事務所における開示を

　　実施することができる日時、場所」に記載されている日時から、ご希望の日時を選択して

　　ください。なお、開示の実施の準備を行う必要がありますので、　「行政文書の開示の実施

　　方法等申出書」は、開示を受ける希望日の3日前には当方に届くようにご提出願います．

　　　また、写しの送付を希望される場合は、　「行政文書の開示の実施方法等申出書」にその

　　旨を記載してください。なお、この場合には写しの作成に要する費用のほかに、郵送料が

　　必要となります。

　2　「開示の実施の方法等」の欄に、開示請求書に記載されていた「求める開示め実施の方

　　法等」のとおりに開示ができる旨が記載されており、かつ、それらの事項の変更を希望さ

　　れない場合は、同封した「行政文書の開示の実施方法等申出書」を提出する必要はありま

　　せん。

　3　事務所における開示の実施を選択され、その旨「行政文書の開示の実施方法等申出書」

　　により申し出された場合は、開示を受ける当日、事務所に来られる際に、この通知書を係

　　員に提示してください。

　4　「開示しない理由がなくなる期日」欄は、その期日をあらかじめ明示することができる

　　場合に限り記載しています。行政文書の開示を希望する場合は、記載された期日以後に改

　　めて行政文書の開示を請求してください。

’



　　　　（別紙）

　　　　開示する行政文書の名称

　　　　　一般財団法人奈良県ビジターズビューローに関する以下の文書　　　　　　　L

　　　　【うまし奈良めぐり実行委員会支出関係】

　　　　　1　平成30年4月1日付起案「平成30年度うまし奈良めぐり実行委員会事業負担金の

　　　　　額について」

　　　　　2　平成30年4月1日付起案支出負担行為決議書（目的：うまし奈良めぐり実行委員会

　　　　　事業負担金　決議番号：00068）

　　　　　3　平成30年11月1日付起案「うまし奈良めぐり実行委員会事業負担金の変更承認に

　　　　　ついて」

　　　　4　平成31年3月8日付起案「うまし奈良めぐり実行委員会事業負担金の変更承認にっ

　　　　　　いて」

　　　　　5　平成31年3月31日付精算書（概算（通常））　（精算番号：00012）

　　　　　6　平成31年3月31日付起案「うまし奈良めぐり実行委員会事業負担金額の確定につ

　　　　　いて」

　　　　　7　平成31年3月31日付戻入決議兼戻入通知書（負担行為減額）　（決議番号：00012）

　　　　　【ビジターズビューロー補助金・負担金支出関係】

　　　　＜事業費＞

　　　　　8　平成30年4月1日付起案「平成30年度一般財団法人奈良県ビジターズビューロー

　　　　　事業費補助金の補助金の額について」

　　　　　9　平成30年4月1日付起案支出負担行為決議書（目的：奈良県ビジターズビューロー

　　　　　活動支援事業補助金　決議番号：00010）

　　　　正0　平成31年1月15日付起案「平成30年度一般財団法人奈良県ビジターズビューロ

　　　　　ー事業費補助金（一般会計分）変更承認申請について」

　　　　ll平成31年3月15日付起案「平成30年度一般財団法人奈良県ビジターズビューロ
　　　　　ー事業費補助金（一般会計分）変更承認申請について」
｛Sit 　　　12　平成31年3月31日付精算書（概算（複数回））　（精算番号：00014）

　　　　　13　平成31年3月31日付起案「平成30年度一般財団法人奈良県ビジターズビューロ

　　　　　ー事業葦補助金の額の確定について」

　　　　　14　平成31年3月31日付戻入決議兼戻入通知書，（負担行為減額）　（決議番号：OOOI4）

　　　　〈負担金＞

　　　　　15　平成30年4月1日付起案「平成30年度一般財団法人奈良県ビジターズビューロー

　　　　　事業費負担金の額について」

　　　　　16　平成30年4月1日付起案支出負担行為決議書（目的：「知れば知るほど奈良はおも

　　　　　　しろい」観光キャンペーン推進事業負担金　決議番号：00011）

　　　　　17　平成31年3月31日付精算書（概算（通常））　（精算番号：00015）

　　　　　18　平成31年3月31日付起案「平成30年度一般財団法人奈良県ビジターズピS一ロ
　　　　　ー負担金の額の確定及び通知について」

i晦6人9k・年・月・，・・，・，…＄・平成，。年融財団法人ぷビジ・一ズ・。一。一

自」20事嶽罐繊¶㌫こム担行購書、目的、奈良県。ジ，．ズ。。＿

　■■■墜　　人件費補助　決議番号：00004）
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21平成31年3月31日付精算書（概算（複数回））　（精算番号：00013）

22平成31年3月31日付起案「平成30年度一般財団法人奈良県ビジターズビューロ
　ー事業費補助金の額の確定について（人件費分）」

23平成31年3月31日付起案支出負担行為変更決議書（目的：奈良県ビジタ←ズビュ

　ーロー人件費補助　決議番号：00004）

24　平成31年3月31日付戻入決議兼戻入通知書（負担行為減額）　（決議番号：00013）

【奈良県観光キャンペーン事業完了報告書　関係】

25　奈良赤レンガFESTIVAL報告書（2018．12，12）

c

開示しない部分

　1　個人（公務員及び専務理事、副理事長及び法人の代表者を除く。）の氏名及び一部

　　　の役職

　2　個人の住所、給与手当、福利厚生費及び計、賃金額並びに個人を特定できる記述及

　　　び一部の個人の肖像

　3　法人の口座情報（金融機関コード、金融機関名、店舗コード、店舗名、口座種別及

　　　び口座番号）及びメールアドレス

　4　一般財団法人奈良県ビジターズビューローに係る職員名簿

上記部分を開示しない理由

　1及び2
　　　条例第7条第2号に該当

　　（理由）個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるため

　3　条例第7条第3号に該当
　　（理由）法人に関する情報であ7て、公にすることによって、当該法人の権利、競争

　　　　　上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため

　4　当該文書を取得していないため

N
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領収書等添付表
（令和2年度報告分）

番号

項目名

＿∫
研究研修費・調査旅費・資料作成　・資料購入　　広報広聴費・人件費・事務所費

領収書等貼付欄

・【奈良公園室】行政文書写しの交付分

サイズ
白黒

カラー
枚数 単価 金額

白黒 23 10 230

A4版
カラー 7 50 350

白黒 10 10 100

A3版
カラー 84 50 4，200

合計 124
一 4β80

N。．1i763－46

　　納付書兼領収証書

令和2年度 一 般会計
款 項

諸　収　入 雑　　　入
目 節

雑　　　入 雑　　　入

発行機関 奈艮県法務又書課

・・一・口日回固図収納・分、遮：㌶

納
付
目
的

複写粁舵姻ε
締酬　　驚㌘議

領収金額

十燈　　　　　　　　百万　　　　　　　　　干　　　　　　　　　円

口■口口口困回回図回
上記の金額を領収しました。
　　　　　　　令和2　年／〆　月　／8日
奈良県出納員　　　　　　氏名分任出納員

膓

領

収

印

一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（納入者保管）

※領収書記載金額の一部を政務活動費で計上する場合で、按分を必要とする場合は按分率を記載し金額
を計算してください。

添付領収書合計

→ 按分率

政務活動費で計上
　　する金額

午8馳 円

（　　／ ）

’80　円



t

A、
第9号様式

行政文書一部開示決定通知書

奥田　寛　様

奈公第210号
令和2年11月6日

奈良県知事　荒井　正吾

　令和2年9月10日付けで請求のありました行政文書の開示について、奈良県情報
条例第11条第1項の規定に基づき、次のとおり、行政文書の一部を開示することと
しましたので通知します。

1
開示する行政文書 別紙のとおり
の名称等

2
開示の実施の方法 開示請求書において希望された開示の実施の方法等により、
等 開示の実施を受けられます。
（D 開示の実施の 実施の方法： 閲覧及び写しの交付

方法等
＊ 裏面の説明を なお、（2） に記載した日時のうち都合のよい日を選択する

お読み下さい こともできます。

行政文書の 開示の実施の方法 行政文書全体につい
求めることが 種類・数量等 て写しの交付を受け
できる開示の る場合の作成に要す
実施の方法 A4判文書 る費用

白黒　　23枚 ①閲覧
カラー　　7枚

②写しの交付 4，880円
A3判文書
白黒　　10枚
カラー　84枚

（2）

事務所における 令和2年11月9日から令和3年1月8日まで
開示を実施する （奈良県の休日を定める条例に規定する休日を除く。）の9：00
ことができる から17二〇〇まで

日時、場所 県政情報センター （県庁東棟　1階）

電　話 （0　742）　27－8348

（3）

写しの送付を希 写しは、写しの作成及び送付に要する費用の納入が確認でき
望する場合の しだい送付します。 ‘

準備日数
’

3
開示しない部分 別紙のとおり

4
上記部分を 別紙のとおり
開示しない理由

5
4の理由がなくな
る期日

6
担当する課又は 地域デザイン推進局 奈良公園室 奈良公園ハ’スターミナル運営係

出先機関の名称等 電　話 （0742）　27－8　074 （内線　4309）

備 考



注1　開示の実施の方法等にっいては、この通知書を受け取った日から30日以内に、同封し

　　た「行政文書の開示の実施方法等申出書」（第11号様式）により申出を行ってください。

　　　開示の実施の方法は、2－（1）「開示の実施の方法等」に記載されている方法から自

　　由に選択できます。必要な部分のみの開示を受けることや、部分ごとに異なる方法を選

　　択することもできます。一旦、閲覧をした上で、後に必要な部分の写しの交付を受ける

　　こともできます。（ただし、その場合は最初に閲覧を受けた日から30日以内に、別途「更

　　なる開示の申出書」を提出していただく必要があります。）

　　　事務所における開示の実施を選択される場合には、2－（2）「事務所において開示を

　　実施することができる日時、場所」に記載されている日時から、ご希望の日時を選択し

　　てください。なお、開示の実施の準備を行う必要がありますので、「行政文書の開示の実

　　施方法等申出書」は、開示を受ける希望日の2日前には当方に届くようにご提出願いま

　　す。

　　　また、写しの送付を希望される場合は、「行政文書の開示の実施方法等申出書」にその

　　旨を記載して下さい。なお、この場合には写しの作成に要する費用のほかに、郵送料が

　　必要になります。

　2　「開示の実施の方法等」の欄に、開示請求書に記載されていた「求める開示の実施の

　　方法等」のとおりに開示ができる旨が記載されており、かつ、それらの事項の変更を希

　　望されない場合は、同封した「行政文書の開示の実施方法等申出書」を提出する必要は

　　ありません。

　3　事務所における開示の実施を選択され、その旨「行政文書の開示の実施方法等申出書」

　　により申し出された場合は、開示を受ける当日、事務所にこられる際に、この通知書を

　　係員に提示してください。



別紙

1　開示する行政文書の名称

（仮称）登大路バスターミナル店舗運営管理事業店舗区画②に係る以下の文書

　・（仮称）登大路バスターミナル店舗運営管理事業第3回事業者選定委員会（平成30年

　3月20日開催）の議事内容並びに添付書類のうち、店舗区画②に係る基礎審査及び提

　案内容審査評価集計表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　・平成30年3月8日付け起案「（仮称）登大路バスターミナル店舗運営管理事業の提案

　　内容審査に係るヒアリングの実施について」

　・奈良県知事が有限会社日本クリーンシステムズ代表取締役宛に発出した平成30年3月

　9日付け奈公第313号「（仮称）登大路バスターミナル店舗運営管理事業の提案内容審

　査に係るヒアリングの実施にっいて（通知）」の写し

　・平成30年2月24日付けで有限会社日本クリーンシステムズから奈良県知事宛に提出

　　された提案申込書及び提案書

　・平成30年2月1日付けで株式会社ワールド・ヘリテイジから奈良県知事宛に提出され

　た応募辞退届（平成30年2月1日収受）

　・平成30年2月22日付けで株式会社近鉄リテーリングから奈良県知事宛に提出された

　応募辞退届（平成30年2月22日収受）

　・平成29年2月26日付けで株式会社坊臼庵から奈良県知事宛に提出された応募辞退届

奈良公園バスターミナルに係る以下の文書

　・平成26年12月15日第9回奈良公園地区整備検討委員会資料のうち、議事次第、委員

　　名簿、配席表、目次、2．（仮称）登大路バスターミナルに係るページ、資料に掲載し

　　た地形図の出典について及び議事要旨

　・平成27年8月7日第10回奈良公園地区整備検討委員会資料のうち、議事次第、委員

　　名簿、配席表、表紙、目次、1の1から［の18までのページ、資料に掲載した地形図

　　の出典について及び議事要旨

　・平成28年3月1日第11回奈良公園地区整備検討委員会資料及び議事要旨

　・令和元年7月12日付け報道資料「奈良公園バスターミナルの供用後の効果について」

　　のうち、表紙、P1、　P4及び7月31日付け追加資料

　・令和元年12月20日第40回奈良中心市街地公共交通活性化協議会資料1のうち、7ペ

　　ージから15ページまで　　　　　　　　　　t

3．開示しない部分

（1）個人（公務員、法人の代表取締役及び奈良公園地区整備検討委員を除く。）の氏名及

　　　びメールアドレス

（2）優秀提案者の名称

4．上記部分を開示しない理由

（1）条例第7条第2号に該当

　（理由）個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるため

（2）条例第7条第3号に該当

　（理由）法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地

位その他正当な利害を害するおそれがあるため
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奥田寛議員

図　書　目　録

整理番号 図　書　名 冊数 取得年月日 備考

1
住民投票の総て

1
R2」0．7

、

ち


